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法律相談会
毎月第３火曜日（午後６時か

ら）北千住法律事務所の弁護士

による法律相談会をおこなって

います。

また、暮らし・区政などのご相

談はいつでもお気軽に

２月の相談会は、
2月20日（火）

尚、お急ぎの方は、弁護士事務所と連絡して、

ご相談できますのでお気軽に声をかけてください。

区立保育園の多くは老朽化が進んでおり、

施設の更新が急務となっております。

同時に保育に対する需要も大きくなって

いる中で、休園することなく施設の更新を

図るため、荒川区立東日暮里保育園の移転・

建替えることになりました。同時に民設民営化を実施することに

しました。2019年４月開設に向けて、区から土地を借り受け、現

在の荒川区立東日暮里保育園の事業内容を継承する新たな私立認

可保育所を整備・運営する事業者をプロポーザル

方式により公募しました。５事業者が応募し、審

査の結果、社会福祉法人「ゆうゆう」に決定。

急増する認可保育園の中で区立保育園の役割が

重要になっている中、減らしていいのでしょうか。

荒
川
区
議
会
が
２
月
１
５
日
〜
３
月

１
５
日
ま
で
開
会
し
ま
す
。

新
年
度
予
算
の
審
議
を
行
う
予
算
特
別

委
員
会
な
ど
が
開
か
れ
ま
す
。

新
年
度
予
算
は
、
９
９
５
億
円
（
前

年
度
比
４
．
６
％
増
）
と
ス
ポ
―
ツ
セ

ン
タ
ー
・
荒
川
遊
園
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

な
ど
で
過
去
最
大
の
予
算
に
な
っ
て
い

ま
す
。

介
護
保
険
料
・
国

保
料
な
ど
の
値
上
げ

条
例
や
保
育
料
の
最

高
階
層
の
上
乗
せ
条

例
も
提
案
さ
れ
ま
す
。

共
産
党
区
議
団
は
、

区
民
生
活
最
優
先
で

の
提
案
も
行
い
ま
す
。

２月15日(木)10時～ 本会議 小島議員（共）が代表質問

20日(火)10時～ 本会議 一般質問・安部議員（共）

21日(水)10時～ 総務企画委員会、福祉区民委員会

22日(金)10時～ 文教子育て委員会、建設環境委員会

26日(月)28日（水）10時～15時 予算特別委員会

３月１日(木)５日（月）６日(火)10時～15時 予算特別委員会

８日（木）９日（金）12日（月）10時～15時 予算特別委員会

14日(水)10時～ 幹事長会 11時～議運委員会

15日(木)10時～ 本会議

荒川総合スポー

ツセンターの大

改修（エレベー

ターの増設、バ

リアフリー対応、空調整備）

荒川遊園リニューアル（2020年

度、開園70周年

に合わせて、観

覧車をはじめ大

型遊戯施設を更

新）

「新尾久図書館」の宮前公園

内に整備を着手

2020年に開設をめざし整備。

様々な世代が集うコミュニティ

の育成。

多言語対応タブレット端末で

外国人の生活を支援。

最大１２カ国対応、通訳クラウドで

スムーズに。役所の窓口はもちろん、

訪問相談・ゴミだしルールなどで活用も。

遠隔手話通訳サービス導入

手話ができるオペレーターを

活用した電話代行サービス。

「感震ブレーカー」と「自動点灯ライト」を

無料配布

強い揺れを感知した時通電火災を

未然に防ぐ感震ブレィカー

（対象）高齢者のみ世帯、障害者の

いる世帯、住民税非課税世帯 ※希

望の人は、自宅へ訪問し無料で設置



所得段階 対象者 改正後 改正前
基準額に対する割合

６期→７期
構成割合
【６期】

･生活保護受給者

･老齢福祉年金受給者で世帯全員が区民税非課
税

0.41

変更なし

47,564円 0.70

(3,964円) 変更なし

50,961円 0.75

(4,247円) 変更なし

57,756円 0.85

(4,813円) 変更なし

67,948円 1.00

(5,662円) 変更なし

74,743円 1.10

(6,229円) 変更なし

93,288円 88,332円 1.30

(7,774円) (7,361円) 変更なし

111,228円 101,922円 1.50

(9,269円) (8,494円) →1.55

122,306円 1.80

(11,063円) →1.85

149,486円 2.20

(12,457円) →2.25

197,340円) 183,460円 2.70

(16,445円 (15,288円) →2.75

229,632円 210,639円 3.10

(19,136円) (17,553円) →3.20

236,808円 214,036円 3.15

(19,734円) (17,836円) →3.30

243,984円 217,434円 3.20

(20,332円) (18,120円) →3.40

251,160円 217,434円 新設

(20,930円) (18,120円) 3.50

0.5%

　　　　ー

8.9%

2.8%

1.7%

0.7%

0.7%

0.3%

6.7%

6.9%

13.1%

9.9%

12.4%

11.0%

第15段階
本人が区民税課税で、前年の合計所得金額が
3,000万円以上の者

27,895円

(2,322円)･世帯全員が区民税非課税で、本人の課税年金
収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の
者

24.5%

第12段階
本人が区民税課税で、前年の合計所得金額が
1,000万円以上1,500万円未満の者

第13段階
本人が区民税課税で、前年の合計所得金額が
1,500万円以上2,000万円未満の者

第14段階
本人が区民税課税で、前年の合計所得金額が
2,000万円以上3,000万円未満の者

第10段階
本人が区民税課税で、前年の合計所得金額が
500万円以上750万円未満の者

161,460円
(13,455円)

第11段階
本人が区民税課税で、前年の合計所得金額が
750万円以上1,000万円未満の者

第８段階
本人が区民税課税で、前年の合計所得金額が
200万円以上350万円未満の者

第９段階
本人が区民税課税で、前年の合計所得金額が
350万円以上500万円未満の者

132,756円
(11,063円)

71,760円
(5,980円)

第６段階
本人が区民税課税で、前年の合計所得金額が
125万円未満の者

78,936円
(6,578円)

第７段階
本人が区民税課税で、前年の合計所得金額が
125万円以上200万円未満の者

第７期・介護保険料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※各段階の（）内は月額の介護保険料

第１段階
29,422円

(2,452円)

第２段階
世帯全員が区民税非課税で、本人の課税年金
収入額と合計所得金額の合計が120万円以下の
者

50,232円
(4,186円)

第３段階
世帯全員が区民税非課税で第１段階・第２段階
以外の者

53,820円
(4,485円)

第４段階
本人が区民税非課税で世帯に区民税課税者が
いる場合で、本人の前年の課税年金収入と合計
所得金額の合計が80万円以下の者

60,996円
(5,083円)

第５段階
本人が区民税非課税で世帯に区民税課税者が
いる場合で、第４段階以外の者

2

○生存権脅かす生活保護削減。日本の「貧困ライン」は安倍政権のもとで下がり続けてい
ます。そもそも憲法２５条が保障する「健康で文化的生活」を満たすものとはなっていな

いのが現実です。同時に基準以下の生活をしながら制度を利用されていない方が８割いる

といわれています。必要な方に本当に保障される制度にしたいですね。

①
卑
怯
な
手
段
、

②
一
時
し
の
ぎ
の

手
段

「
姑
息
な
手
段
だ
」
な
ど
、

卑
怯
な
意
味
で
使
わ
れ
る
こ

と
の
多
い
「
姑
息
」
。
本
来

は
②
の
「
一
時
し
の
ぎ
」
を

指
す
言
葉
で
す
。
「
姑
」
は

「
し
ゅ
う
と
め
」
な
ど
の
ほ

か
に
、
「
し
ば
ら
く
、
と
り

あ
え
ず
」
の
意
味
が
あ
り
ま

す
。
「
と
り
あ
え
ず
息
を
つ

く
」
こ
と
か
ら
き
て
い
ま
す
。

２
０
１
０
年
度
の
国
語
調

査
で
は
、
７
割
が
「
卑
怯

な
」
と
答
え
、
十
年
前
の

調
査
と
同
じ
結
果
で
し
た
。

辞
書
で
も
「
現
代
で
は

誤
っ
て
『
卑
怯
で
あ
る
』

と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る

こ
と
が
多
い
」
（
大
辞
林
）

「
俗
に
、
『
や
り
方
が
卑

怯
だ
』
の
意
に
用
い
ら
れ

る
」
（
新
明
解
）
と
し
て

い
ま
す
。

『「赤旗」は、言葉をどう練り上げているか』より

火災や事業の休・廃止、失業、長期入院

等で収入が著しく減少し、預貯金も不足

の場合、保険料の減額・免除の申請がで

きます。

第２・第３段階の方の保険料を第１段階への減額制度対

象：介護保険料が第２・第３段階（世帯非課税）の

方で①～③を満たす方…

①世帯の前年収入が120万円以下（世帯員が２人以上

の場合は、１人増えるごとに50万円加算）。

②世帯の預(貯)金額の合計が①の１/２以下。

③介護保険料の滞納なし。

申請時の持ち物

申請書、収入及び預（貯）金申告書、本人及び世帯

全員の収入額や預（貯）金のわかるもの（年金等が

振り込まれている預（貯）金通帳）、印鑑。

２
０
１
８
年
か
ら
の
３
ヶ
年
の
荒
川
区
の

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
総
量
と
介
護
保
険
料

に
つ
い
て
見
直
し
案
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
６

５
才
以
上
の
基
準
保
険
料
（
本
人
非
課
税
・

家
族
課
税
世
帯
）
に
つ
い
て
は
、
年
額
６
７

９
４
８
円
↓
７
１
７
６
０
円
と
３
８
１
２
円

（
月
額
５
６
６
２
円
か
ら
５
９
８
０
円
へ
）

５
・
６
％
の
引
き
上
げ
で
す
。

各
所
得
段
階
の
値
上
げ
幅
は
、
年
額
で
第

一
段
階
１
７
５
４
円
、
第
二
段
階
２
６
６
６

円
、
第
三
段
階
２
８
５
９
円
、
第
四
段
階
３

２
４
０
円
、
第
六
段
階
４
１
９
３
円
。
比
較

的
所
得
の
高
い
方
は
、
保
険
料
１
５
段
階
・

所
得
３
０
０
０
万
円
以
上
の
方
で
基
準
５
段

階
の
３
・
２2

倍
に
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

高
齢
化
と
介
護
認
定
な
ど
の
増
加
で
必
要

な
予
算
は
自
然
増
と
な
り
、
保
険
料
に
は
ね

返
っ
て
い
ま
す
。

住
み
慣
れ
た
町
に
住
み
続
け
ら
れ
る
医
療

と
介
護
の
た
め
に
在
宅
介
護
と
身
近
に
施
設

や
介
護
住
宅
の
整
備
が
求
め
ら
れ
ま
す
が
、

７
期
の
今
後
３
年
間
の
計
画
は
、
２
４
時
間

体
制
の
訪
問
介
護
１
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
と
宿

泊
を
組
合
わ
せ
た
小
規
模
多
機
能
型
５
、
グ

ル
ー
プ
ホ
ー
ム
３
な
ど
の
拡
充

を
予
定
。
し
か
し
、
特
養
ホ
ー

ム
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
付
住
宅
な

ど
は
検
討
課
題
に
と
ど
ま
っ
て

い
ま
す
。


